
「 対 話 の 場 」 の 設 置 に 関 す る 基 準  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 基 準 は ， 伊 丹 市 ま ち づ く り 基 本 条 例 （ 平 成 １ ５ 年 伊 丹  

市 条 例 第 １ 号 ） 第 １ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 市 と 市 民 と の 対 話 の 場  

の 設 置 に 関 し ， 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 設 置 の 基 準 ）  

第 ２ 条  対 話 の 場 を 設 置 す る 基 準 は ， お お む ね 次 の と お り と す る 。  

⑴  市 の 基 本 構 想 又 は 基 本 計 画 （ 総 合 計 画 ） を 策 定 す る と き 。  

⑵  各 分 野 に お け る 施 策 の 基 本 的 な 事 項 を 定 め る 方 針 ， 条 例 ， 計  

画 等 で ， こ れ ら に 基 づ く 事 業 の 実 施 に あ た っ て 市 民 と 市 又 は 市  

民 相 互 の 協 働 が 必 要 で あ る と 認 め ら れ る も の を 策 定 す る と き 。  

⑶  地 域 に 係 る 計 画 ・ 事 業 で ， 地 域 住 民 の 参 画 と 協 働 が 必 要 で あ  

る も の を 定 め る と き 。  

 （ 対 話 の 場 の 種 類 等 ）  

第 ３ 条  対 話 の 場 は ， 合 議 制 に よ る も の 及 び 合 議 制 に よ ら な い も の  

に 区 分 す る 。  

２  対 話 の 場 で あ っ て 合 議 制 に よ る も の に つ い て は ， 原 則 と し て ，  

市 民 会 議 の 名 称 を 使 用 す る も の と す る 。  

３  対 話 の 場 で あ っ て 合 議 制 に よ ら な い も の に つ い て は ， 市 民 が 自  

由 に 参 加 し て 議 題 に 関 し 発 言 が で き る 場 と し ， 対 話 の 場 で あ っ て  

合 議 制 に よ る も の （ 以 下 「 市 民 会 議 」 と い う 。 ） に つ い て は ， 次  

条 か ら 第 ８ 条 ま で に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 市 民 会 議 の 組 織 ）  

第 ４ 条  市 民 会 議 は ， 公 募 に よ り 選 出 し た 委 員 （ 以 下 「 公 募 委 員 」  

と い う 。 ） 及 び 関 係 団 体 の 推 薦 に よ る 委 員 （ 以 下 「 推 薦 委 員 」 と  

い う 。 ） を も っ て 組 織 し ， そ の 定 数 は ， 原 則 と し て ３ ０ 人 以 内 と  

す る 。  

２  公 募 委 員 及 び 推 薦 委 員 は ， 市 長 等 （ 当 該 市 民 会 議 を 設 置 す る 市  

長 そ の 他 の 執 行 機 関 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 委 嘱 す る 。  



３  公 募 委 員 及 び 推 薦 委 員 は ， 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 者 と  

す る 。  

 ⑴  市 内 （ 第 ２ 条 第 ３ 号 に よ り 設 置 さ れ る 市 民 会 議 （ 以 下 「 地 域  

市 民 会 議 」 と い う 。 ） に あ っ て は ， 当 該 地 域 内 ） に 居 住 し ， 通  

勤 し ， 又 は 通 学 す る 者  

 ⑵  本 市 の 職 員 又 は 本 市 の 議 会 の 議 員 で な い 者  

４  公 募 委 員 の 数 は ， 推 薦 委 員 の 数 と 同 数 又 は そ れ 以 上 を 基 準 と す  

る 。 た だ し ， 地 域 市 民 会 議 に つ い て は ， 定 数 の う ち 相 当 数 又 は 全  

部 を 公 募 委 員 と す る こ と が で き る 。  

５  市 長 等 は ， 委 員 の 委 嘱 に 当 た っ て は ， 伊 丹 市 男 女 共 同 参 画 計 画  

の 趣 旨 に か ん が み ， 男 女 比 率 に 配 慮 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

 （ コ ー デ ィ ネ ー タ ー 等 の 設 置 ）  

第 ５ 条  市 長 等 は ， 必 要 と 認 め る と き は ， 市 民 会 議 に コ ー デ ィ ネ ー  

タ ー 又 は ア ド バ イ ザ ー を 置 く こ と が で き る 。  

２  コ ー デ ィ ネ ー タ ー は ， 会 議 の 円 滑 な 運 営 に 関 し ， 必 要 な 知 識 経  

験 を 有 す る 者 の う ち か ら ， ま た ， ア ド バ イ ザ ー は ， 当 該 市 民 会 議  

の 議 題 に 関 し 知 識 経 験 を 有 す る 者 の う ち か ら ， 市 長 等 が 委 嘱 す る 。  

３  コ ー デ ィ ネ ー タ ー は ， 会 議 が 円 滑 に 進 行 し ， か つ 議 論 が 活 発 に  

行 わ れ る よ う ， 調 整 を 図 る も の と す る 。  

４  ア ド バ イ ザ ー は ， 専 門 的 見 地 か ら 助 言 を 行 う も の と す る 。  

 （ 報 酬 等 ）  

第 ６ 条  委 員 へ の 報 酬 は ， 無 償 と す る 。  

２  市 長 等 は ， 委 員 に 対 し ， 交 通 費 等 実 費 弁 償 相 当 分 と し て ， １ 日  

に つ き １ ０ ０ ０ 円 を 支 給 す る こ と が で き る 。 た だ し ， 地 域 市 民 会  

議 を 当 該 地 域 内 で 開 催 す る 場 合 等 に お い て ， 費 用 弁 償 の 必 要 が な  

い と 認 め ら れ る と き は ， こ の 限 り で な い 。  

３  前 条 の 規 定 に よ り 委 嘱 さ れ た コ ー デ ィ ネ ー タ ー 又 は ア ド バ イ ザ  

ー に 対 す る 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に つ い て は ， 特 別 職 の 職 員 で 非 常 勤  

の も の の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ １ 年 条 例 第 ３ ９  

１ 号 ） の 規 定 に 従 っ て ， 支 給 す る こ と が で き る 。  



 （ 公 募 ， 選 考 の 方 法 ）  

第 ７ 条  公 募 委 員 の 公 募 及 び 選 考 の 方 法 は ， 伊 丹 市 審 議 会 等 の 市 民  

公 募 制 度 に 関 す る 指 針 （ 平 成 １ ５ 年 １ ０ 月 制 定 ） 第 ７ 条 か ら 第 １  

２ 条 ま で の 規 定 を 準 用 す る 。 た だ し ， 申 込 み の 際 の 提 出 書 類 並 び  

に 選 考 方 法 及 び そ の 組 合 せ に つ い て は ， 必 要 に 応 じ ， 簡 素 化 し ，  

又 は 工 夫 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

 （ 市 民 会 議 の 運 営 の 方 針 ）  

第 ８ 条  市 長 等 は ， 市 民 会 議 の 運 営 に つ い て は ， 委 員 に よ る 主 体 的  

な 運 営 が 行 わ れ る よ う 配 慮 す る も の と す る 。  

２  市 民 会 議 の 会 議 は ， 原 則 と し て 公 開 と す る 。 作 成 し た 会 議 録 に  

つ い て も 同 様 と す る 。  

３  市 長 等 は ， 市 民 会 議 を 設 置 す る と き は ， 一 時 保 育 サ ー ビ ス 等 を  

実 施 す る な ど ， 市 民 が 参 加 し や す い 環 境 整 備 に 努 め る も の と す る 。  

   付  則  

 こ の 基 準 は ， 平 成 １ ５ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 基 準 は ， 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 基 準 は ， 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 基 準 は ， 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 基 準 は ， 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


